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4この法人の設立当初の事業年度は､この走者の規定にかかわらず､成立の日から平成28年3月31日ま

でとする｡

5この法人の設立当初の事業計画および活動予算は､この定款の規定にかかわらず､設立総会の定めると

ころによるものとする｡

6この法人の設立当初の入会金および年会費ま､この定款の規定にかかわらず,次に掲げる額とする｡

(1)入会金　　正会員(個人･法人)

賛助会員(個人･法人)

(2)年会費

正会員(個人)

正会員(法人)

賛助会員(個人)

賛助会員(法人)

円

円

000円

1口10,000円1口以上

1口5,000円1口以上

1口50,000円1口以上


